
登別市
早期健全化基準

25％

注意エリア 危険
エリア

財政再生基準
35％

【12.6％】

登別市
早期健全化基準

350％

注意エリア

【91％】

登別市
経営健全化基準

20％

注意エリア

【資金不足なし】

下
水
道
事
業
会
計

市税や普通交付税などの収入額に占める
一般会計などの公債費や公営企業の市債
償還のために一般会計が負担した額など
の合計額の割合

市税や普通交付税などの収入額に占める
市債残高や退職手当引当金などの市が将
来的に負担しなければならない額の割合

それぞれの公営企業の事
業規模に占める資金不足
額の割合

　『地方公共団体の財政の健全
化に関する法律（財政健全化
法）』で定められている４つの
財政指標で、①実質赤字比率、
②連結実質赤字比率、③実質公
債費比率、④将来負担比率があ
ります。国では、それぞれに早
期健全化基準と財政再生基準
（④については、早期健全化基
準のみ）を定めており、１つで
も早期健全化基準を上回った団
体は、財政健全化計画を策定し、
自主的に財政の健全化に取り組
まなければなりません。
　また、１つでも財政再生基準
を上回った団体は、財政再生計
画を策定し、国の監督の下で財
政再建に取り組むことになりま
す。

　財政健全化法で、健全化判断
比率とともに定められている財
政指標で、国が定める経営健全
化基準を上回った公営企業は、
経営健全化計画を策定し、経営
改善に取り組まなければなりま
せん。

　
下
水
道
事
業
は
、
市
が
経
営
す
る

公
営
企
業
と
し
て
、
下
水
道
使
用
料

な
ど
の
収
入
で
経
費
を
賄
う
こ
と
を

基
本
と
し
な
が
ら
、
雨
水
の
排
水
な

ど
、
公
共
性
の
高
い
事
業
に
係
る
経

費
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
に

基
づ
き
、
市
税
収
入
な
ど
で
負
担
し
、

経
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
収
益
的
収
支
の
決
算
額
は
、
平
成

30
年
１
月
に
使
用
料
を
引
き
上
げ
た

こ
と
も
あ
り
、
１
億
４
千
574
万
円
の

黒
字
と
な
り
ま
し
た
。

　
黒
字
額
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
借

金
返
済
に
備
え
、
減
債
積
立
金
に
全

額
を
積
み
立
て
る
予
定
で
す
。

　
資
本
的
収
支
で
は
、
建
設
改
良
事

業
と
し
て
、
常
盤
町
地
区
に
お
け
る

雨
水
管
の
新
設
や
既
設
管
の
た
る
み

が
著
し
い
箇
所
の
改
良
、
若
山
浄
化

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
汚
泥
処
理
棟
の

土
木
・
建
築
設
備
の
更
新
工
事
な
ど

を
実
施
し
た
こ
と
も
あ
り
、
収
支
決

算
は
、
６
億
９
千
657
万
円
の
不
足
と

な
り
ま
し
た
。
不
足
額
に
つ
い
て
は
、

前
年
度
以
前
と
同
様
に
、
収
益
的
収

支
に
お
け
る
減
価
償
却
費
な
ど
、
現

金
の
支
出
を
必
要
と
し
な
い
経
費
に

よ
っ
て
生
じ
る
内
部
留
保
資
金
に
よ

り
補
て
ん
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
令
和
元
年
度
末
に
お
け
る

補
て
ん
財
源
残
高
は
２
億
６
千
297
万

円
で
、
平
成
28
年
度
に
策
定
し
た

『
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
』
の
見
込

み
時
よ
り
も
、
２
億
643
万
円
上
回
っ

て
い
ま
す
。

収益的収支
項　　目 金　　額

収益的収入 18億2,116万円
営業収益 7億4,429万円
（うち下水道使用料） 6億6,166万円
営業外収益 10億7,687万円
特別利益 0万円
収益的支出 16億7,542万円
営業費用 13億8,988万円
営業外費用 2億8,543万円
特別損失 11万円
純利益 1億4,574万円

資本的収支
項　　目 金　　額

資本的収入 8億6,793万円
企業債 6億1,300万円
負担金及び分担金 1,033万円
補助金 2億4,460万円
資本的支出 15億6,450万円
建設改良費 3億3,778万円
企業債償還金 12億2,672万円
収支不足額 6億9,657万円

健全化判断比率とは

資金不足比率とは

？

？

③ 実質公債費比率

④ 将来負担比率

⑤ 資金不足比率（公営企業）
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